
目

次

告

示

○
青
森
県
建
設
工
事
請
負
標
準
契
約
約
款
の
一
部
改
正
qqqqqqqqqqqqqqqqqq（
財
務
指
導
課
）
…
一

告

示

青
森
県
告
示
第
二
百
十
五
号

青
森
県
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
三
月
青
森
県
規
則
第
十
号
）
第
百
六
十
六
条
の
規
定
に
よ

り
、
青
森
県
建
設
工
事
請
負
標
準
契
約
約
款
の
一
部
を
改
正
す
る
契
約
約
款
を
次
の
と
お
り
定
め

る
。

令
和
二
年
三
月
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
青
森
県
建
設
工
事
請
負
標
準
契
約
約
款
の
一
部
を
改
正
す
る
契
約
約
款

青
森
県
建
設
工
事
請
負
標
準
契
約
約
款
（
平
成
31年

３
月
青
森
県
告
示
第
221号

）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
１
条
第
３
項
中
「
に
よ
る
」
の
次
に
「
催
告
、
」
を
加
え
る
。

第
４
条
A
第
２
項
中
「
前
項
第
４
号
及
び
第
５
号
」
を
「
前
項
」
に
改
め
、
「
係
る
」
の
次
に

「
契
約
保
証
金
（
契
約
保
証
金
の
納
付
に
代
わ
る
担
保
に
つ
い
て
は
、
当
該
担
保
の
価
値
）
の

額
、
」
を
、
「
保
険
金
額
」
の
次
に
「
（
第
５
項
に
お
い
て
「
契
約
保
証
金
の
額
等
」
と
い

う
。
）
」
を
加
え
、
同
A
第
４
項
中
「
契
約
保
証
金
（
契
約
保
証
金
の
納
付
に
代
わ
る
担
保
に
つ
い

て
は
、
当
該
担
保
の
価
値
）
の
額
又
は
第
２
項
の
保
証
金
額
若
し
く
は
保
険
金
額
（
以
下
こ
の
項
に

お
い
て
「
契
約
保
証
金
の
額
等
」
と
い
う
。
）
」
を
「
契
約
保
証
金
の
額
等
」
に
改
め
、
同
項
を
同

A
第
５
項
と
し
、
同
A
中
第
３
項
を
第
４
項
と
し
、
第
２
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３
受
注
者
が
第
１
項
第
３
号
か
ら
第
５
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
る
場
合
は
、

当
該
措
置
は
、
第
46条

第
２
項
各
号
に
掲
げ
る
者
に
よ
る
契
約
の
解
除
の
場
合
に
つ
い
て
も
保
証

す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
４
条
B
第
１
項
中
「
瑕 か

疵 し

担
保
特
約
」
を
「
引
き
渡
し
た
工
事
目
的
物
が
種
類
又
は
品
質
に
関

し
て
契
約
の
内
容
に
適
合
し
な
い
も
の
（
以
下
「
契
約
不
適
合
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
場
合
に
お
い

て
当
該
契
約
不
適
合
を
保
証
す
る
特
約
」
に
改
め
、
同
B
第
２
項
中
「
次
項
」
を
「
第
４
項
」
に
改

め
、
同
B
中
第
３
項
を
第
４
項
と
し
、
第
２
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
受
注
者
が
講
じ
る
措
置
は
、
第
46条
第
２
項
各
号
に
掲
げ
る
者
に
よ
る

契
約
の
解
除
の
場
合
に
つ
い
て
も
保
証
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
５
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

３
受
注
者
が
前
払
金
の
使
用
、
部
分
払
等
に
よ
っ
て
も
な
お
工
事
目
的
物
に
係
る
工
事
の
施
工
に

必
要
な
資
金
が
不
足
す
る
こ
と
を
疎
明
し
た
と
き
は
、
発
注
者
は
、
特
段
の
理
由
が
あ
る
場
合
を

除
き
、
受
注
者
の
請
負
代
金
債
権
の
譲
渡
に
つ
い
て
、
第
１
項
た
だ
し
書
の
承
諾
を
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

４
受
注
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
、
第
１
項
た
だ
し
書
の
承
諾
を
受
け
た
場
合
は
、
請
負
代
金

債
権
の
譲
渡
に
よ
り
得
た
資
金
を
工
事
目
的
物
に
係
る
工
事
の
施
工
以
外
に
使
用
し
て
は
な
ら

ず
、
ま
た
、
そ
の
使
途
を
疎
明
す
る
書
類
を
発
注
者
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
15条
第
４
項
中
「
第
２
項
の
検
査
に
よ
り
発
見
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
っ
た
隠
れ
た
瑕
疵
を
発

見
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
支
給
材
料
又
は
貸
与
品
を
工
事
に
」
を
「
種
類
、
品
質
又
は
数
量
に

関
し
こ
の
契
約
の
内
容
に
適
合
し
な
い
こ
と
（
第
２
項
の
検
査
に
よ
り
発
見
す
る
こ
と
が
困
難
で

あ
っ
た
も
の
に
限
る
。
）
等
が
あ
り
」
に
改
め
る
。

第
22条
第
２
項
を
削
り
、
同
条
第
３
項
中
「
前
２
項
」
を
「
前
項
」
に
、
「
お
い
て
」
を
「
お
い

て
、
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
２
項
と
す
る
。

第
27条
、
第
28条
第
１
項
及
び
第
29条
第
２
項
中
「
第
51条
第
１
項
」
を
「
第
54条
第
１
項
」
に

改
め
る
。

第
40条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
契
約
不
適
合
責
任
）

第
40条
A
発
注
者
は
、
引
き
渡
さ
れ
た
工
事
目
的
物
が
種
類
又
は
品
質
に
関
し
て
契
約
の
内
容
に

適
合
し
な
い
も
の
（
以
下
「
契
約
不
適
合
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
と
き
は
、
受
注
者
に
対
し
、
工

事
目
的
物
の
修
補
又
は
代
替
物
の
引
渡
し
に
よ
る
履
行
の
追
完
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た

青
森
県
報
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だ
し
、
そ
の
履
行
の
追
完
に
過
分
の
費
用
を
要
す
る
と
き
は
、
発
注
者
は
、
履
行
の
追
完
を
請
求

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

第
40条
B
発
注
者
は
、
引
き
渡
さ
れ
た
工
事
目
的
物
が
契
約
不
適
合
で
あ
る
と
き
は
、
受
注
者
に

対
し
、
工
事
目
的
物
の
修
補
又
は
代
替
物
の
引
渡
し
に
よ
る
履
行
の
追
完
を
請
求
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
た
だ
し
、
そ
の
履
行
の
追
完
に
過
分
の
費
用
を
要
す
る
と
き
は
、
発
注
者
は
、
履
行
の
追

完
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

２
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
受
注
者
は
、
発
注
者
に
不
相
当
な
負
担
を
課
す
る
も
の
で
な
い
と
き

は
、
発
注
者
が
請
求
し
た
方
法
と
異
な
る
方
法
に
よ
る
履
行
の
追
完
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
第
１
項
の
場
合
に
お
い
て
、
発
注
者
が
相
当
の
期
間
を
定
め
て
履
行
の
追
完
の
催
告
を
し
、
そ

の
期
間
内
に
履
行
の
追
完
が
な
い
と
き
は
、
発
注
者
は
、
そ
の
契
約
不
適
合
の
程
度
に
応
じ
て
請

負
代
金
の
減
額
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場

合
は
、
催
告
を
す
る
こ
と
な
く
、
直
ち
に
請
負
代
金
の
減
額
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

⑴
履
行
の
追
完
が
不
能
で
あ
る
と
き
。

⑵
受
注
者
が
履
行
の
追
完
を
拒
絶
す
る
意
思
を
明
確
に
表
示
し
た
と
き
。

⑶
工
事
目
的
物
の
性
質
又
は
当
事
者
の
意
思
表
示
に
よ
り
、
特
定
の
日
時
又
は
一
定
の
期
間
内

に
履
行
し
な
け
れ
ば
こ
の
契
約
を
し
た
目
的
を
達
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
お
い
て
、
受

注
者
が
履
行
の
追
完
を
し
な
い
で
そ
の
時
期
を
経
過
し
た
と
き
。

⑷
前
３
号
に
掲
げ
る
場
合
の
ほ
か
、
発
注
者
が
こ
の
項
の
規
定
に
よ
る
催
告
を
し
て
も
履
行
の

追
完
を
受
け
る
見
込
み
が
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
と
き
。

第
43条
第
１
項
中
「
次
条
各
号
」
を
「
第
44条
の
２
各
号
又
は
第
44条
の
３
各
号
」
に
改
め
、
同

条
第
２
項
第
３
号
中
「
瑕
疵
担
保
債
務
」
を
「
契
約
不
適
合
を
保
証
す
る
債
務
」
に
、
「
の
瑕
疵
」

を
「
の
契
約
不
適
合
」
に
改
め
る
。

第
44条
の
前
の
見
出
し
、
同
条
及
び
第
44条
の
２
を
削
る
。

第
45条

に
見
出
し
と
し
て
「
（
発
注
者
の
任
意
解
除
権
）
」
を
付
し
、
同
条
中
「
前
２
条
」
を

「
次
条
又
は
第
44条
の
３
」
に
改
め
、
同
条
を
第
44条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
三
条
を
加
え
る
。

（
発
注
者
の
催
告
に
よ
る
解
除
権
）

第
44条
の
２
発
注
者
は
、
受
注
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
相
当
の
期
間

を
定
め
て
そ
の
履
行
の
催
告
を
し
、
そ
の
期
間
内
に
履
行
が
な
い
と
き
は
、
こ
の
契
約
を
解
除
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
そ
の
期
間
を
経
過
し
た
時
に
お
け
る
債
務
の
不
履
行
が
こ
の
契
約

及
び
取
引
上
の
社
会
通
念
に
照
ら
し
て
軽
微
で
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

⑴
第
５
条
第
４
項
に
規
定
す
る
書
類
を
提
出
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
記
載
を
し
て
こ
れ
を
提
出
し

た
と
き
。

⑵
工
期
内
又
は
工
期
経
過
後
相
当
の
期
間
内
に
工
事
を
完
成
す
る
見
込
み
が
な
い
と
明
ら
か
に

認
め
ら
れ
る
と
き
。

⑶
正
当
な
理
由
な
く
、
工
事
に
着
手
す
べ
き
期
日
を
過
ぎ
て
も
工
事
に
着
手
し
な
い
と
き
。

⑷
第
６
条
、
第
10条
第
１
項
第
２
号
又
は
第
17条
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。

⑸
正
当
な
理
由
な
く
、
第
40条
第
１
項
の
履
行
の
追
完
が
な
さ
れ
な
い
と
き
。

⑹
前
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
ほ
か
、
こ
の
契
約
に
違
反
し
た
と
き
。

⑺
受
注
者
又
は
そ
の
現
場
代
理
人
若
し
く
は
そ
の
他
の
使
用
人
が
発
注
者
の
行
う
監
督
又
は
検

査
を
妨
げ
た
と
き
。

（
発
注
者
の
催
告
に
よ
ら
な
い
解
除
権
）

第
44条
の
３
発
注
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
直
ち
に
こ
の
契
約
を
解

除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

⑴
受
注
者
が
第
５
条
第
１
項
の
規
定
に
違
反
し
て
請
負
代
金
債
権
を
譲
渡
し
た
と
き
。

⑵
受
注
者
が
第
５
条
第
４
項
の
規
定
に
違
反
し
て
譲
渡
に
よ
り
得
た
資
金
を
当
該
工
事
の
施
工

以
外
に
使
用
し
た
と
き
。

⑶
受
注
者
が
工
事
目
的
物
を
完
成
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
と
き
。

⑷
引
き
渡
さ
れ
た
工
事
目
的
物
に
契
約
不
適
合
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
契
約
不
適
合
が

工
事
目
的
物
を
除
却
し
た
上
で
再
び
建
設
し
な
け
れ
ば
、
こ
の
契
約
の
目
的
を
達
成
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
と
き
。

⑸
受
注
者
が
工
事
目
的
物
の
完
成
の
債
務
の
履
行
を
拒
絶
す
る
意
思
を
明
確
に
表
示
し
た
と

き
。

⑹
受
注
者
の
債
務
の
一
部
の
履
行
が
不
能
で
あ
る
場
合
又
は
受
注
者
が
そ
の
債
務
の
一
部
の
履

行
を
拒
絶
す
る
意
思
を
明
確
に
表
示
し
た
場
合
に
お
い
て
、
残
存
す
る
部
分
の
み
で
は
こ
の
契

約
を
し
た
目
的
を
達
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
。

⑺
工
事
目
的
物
の
性
質
又
は
当
事
者
の
意
思
表
示
に
よ
り
、
特
定
の
日
時
又
は
一
定
の
期
間
内

に
履
行
し
な
け
れ
ば
こ
の
契
約
を
し
た
目
的
を
達
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
お
い
て
、
受

注
者
が
履
行
を
し
な
い
で
そ
の
時
期
を
経
過
し
た
と
き
。

⑻
前
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
ほ
か
、
受
注
者
が
そ
の
債
務
の
履
行
を
せ
ず
、
発
注
者
が
前
条
の

催
告
を
し
て
も
こ
の
契
約
を
し
た
目
的
を
達
す
る
の
に
足
り
る
履
行
が
さ
れ
る
見
込
み
が
な
い

こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
と
き
。

⑼
受
注
者
が
暴
力
団
（
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
３
年

法
律
第
77号
）
第
２
条
第
２
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
を
い
う
。
第
11号
に
お
い
て
同
じ
。
）
又

は
暴
力
団
員
（
同
条
第
６
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
を
い
う
。
第
11号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
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経
営
に
実
質
的
に
関
与
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
者
に
請
負
代
金
債
権
を
譲
渡
し
た
と
き
。

⑽
受
注
者
が
第
48条
又
は
第
48条
の
２
の
規
定
に
よ
ら
な
い
で
こ
の
契
約
の
解
除
を
申
し
出
た

と
き
。

⑾
受
注
者
（
ア
か
ら
オ
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
受
注
者
又
は
そ
の
支
配
人
（
受
注

者
が
法
人
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
受
注
者
又
は
そ
の
役
員
若
し
く
は
そ
の
支
店
若
し
く
は
常
時

建
設
工
事
の
請
負
契
約
を
締
結
す
る
事
務
所
の
代
表
者
）
）
が
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と

き
。
ア
暴
力
団
員
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

イ
自
己
若
し
く
は
第
三
者
の
不
正
な
利
益
を
図
り
、
又
は
第
三
者
に
損
害
を
与
え
る
目
的
で

暴
力
団
の
威
力
を
利
用
し
た
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

ウ
暴
力
団
の
威
力
を
利
用
す
る
目
的
で
金
品
そ
の
他
財
産
上
の
利
益
の
供
与
（
以
下
こ
の
号

に
お
い
て
「
金
品
等
の
供
与
」
と
い
う
。
）
を
し
、
又
は
暴
力
団
の
活
動
若
し
く
は
運
営
を

支
援
す
る
目
的
で
相
当
の
対
価
を
得
な
い
金
品
等
の
供
与
を
し
た
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

エ
正
当
な
理
由
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
暴
力
団
の
活
動
を
助
長
し
、
又
は
暴
力
団
の
運
営
に

資
す
る
こ
と
と
な
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
金
品
等
の
供
与
を
し
た
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

オ
暴
力
団
員
と
交
際
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

カ
暴
力
団
又
は
暴
力
団
員
が
実
質
的
に
経
営
に
関
与
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

キ
そ
の
者
又
は
そ
の
支
配
人
（
そ
の
者
が
法
人
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
者
又
は
そ
の
役

員
若
し
く
は
そ
の
支
店
若
し
く
は
常
時
建
設
工
事
の
請
負
契
約
を
締
結
す
る
事
務
所
の
代
表

者
）
が
ア
か
ら
カ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
当
該
者
と
こ
の
工
事

に
係
る
下
請
契
約
、
工
事
材
料
等
の
購
入
契
約
そ
の
他
の
契
約
を
締
結
し
た
と
認
め
ら
れ
る

と
き
。

ク
ア
か
ら
カ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
を
契
約
の
相
手
方
と
す
る
こ
の
工
事
に
係
る

下
請
契
約
、
工
事
材
料
等
の
購
入
契
約
そ
の
他
の
契
約
（
キ
に
該
当
す
る
場
合
の
当
該
契
約

を
除
く
。
）
に
つ
い
て
、
発
注
者
が
求
め
た
当
該
契
約
の
解
除
に
従
わ
な
か
っ
た
と
き
。

⑿
私
的
独
占
の
禁
止
及
び
公
正
取
引
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
22年
法
律
第
54号
。
以
下

こ
の
条
に
お
い
て
「
独
占
禁
止
法
」
と
い
う
。
）
第
49条
に
規
定
す
る
排
除
措
置
命
令
に
お
い

て
受
注
者
又
は
受
注
者
を
構
成
員
に
含
む
事
業
者
団
体
（
以
下
こ
の
号
及
び
次
号
に
お
い
て

「
受
注
者
等
」
と
い
う
。
）
に
独
占
禁
止
法
第
３
条
又
は
第
８
条
第
１
号
の
規
定
に
違
反
す
る

行
為
が
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
受
注
者
等
に
対
す
る
当
該
排
除
措
置
命
令
が

確
定
し
た
と
き
（
受
注
者
が
当
該
排
除
措
置
命
令
の
名
宛
人
と
な
っ
て
い
な
い
場
合
に
あ
っ
て

は
、
当
該
排
除
措
置
命
令
の
名
宛
人
に
対
す
る
当
該
排
除
措
置
命
令
の
全
て
が
確
定
し
た
と

き
）
。

⒀
独
占
禁
止
法
第
62条

第
１
項
に
規
定
す
る
納
付
命
令
に
お
い
て
受
注
者
等
に
独
占
禁
止
法
第

３
条
又
は
第
８
条
第
１
号
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
が
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
い

て
、
受
注
者
に
対
す
る
当
該
納
付
命
令
が
確
定
し
た
と
き
（
受
注
者
が
当
該
納
付
命
令
の
名
宛

人
と
な
っ
て
い
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
納
付
命
令
の
名
宛
人
に
対
す
る
当
該
納
付
命
令

の
全
て
が
確
定
し
た
と
き
）
。

⒁
受
注
者
が
、
公
正
取
引
委
員
会
か
ら
受
け
た
排
除
措
置
命
令
又
は
納
付
命
令
に
つ
い
て
抗
告

訴
訟
を
提
起
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
訴
え
に
つ
い
て
の
請
求
を
棄
却
し
、
又
は
訴
え
を
却

下
す
る
裁
判
が
確
定
し
た
と
き
。

⒂
受
注
者
又
は
受
注
者
の
代
理
人
、
使
用
人
そ
の
他
の
従
業
者
（
受
注
者
が
法
人
の
場
合
に

あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
又
は
そ
の
代
理
人
、
使
用
人
そ
の
他
の
従
業
者
）
が
刑
法
（
明
治
40

年
法
律
第
45号

）
第
96条

の
６
若
し
く
は
第
198条

の
罪
又
は
独
占
禁
止
法
第
89条

の
罪
を
犯

し
、
刑
に
処
せ
ら
れ
た
と
き
。

（
発
注
者
の
責
め
に
帰
す
べ
き
事
由
に
よ
る
場
合
の
解
除
の
制
限
）

第
45条

第
44条
の
２
各
号
又
は
前
条
各
号
に
掲
げ
る
場
合
が
発
注
者
の
責
め
に
帰
す
べ
き
事
由
に

よ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
発
注
者
は
、
前
２
条
の
規
定
に
よ
る
契
約
の
解
除
を
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
。

第
46条

第
１
項
A
第
１
号
中
「
第
44条

又
は
第
44条

の
２
」
を
「
第
44条

の
２
又
は
第
44条

の
３
」
に
改
め
、
「
に
よ
り
」
の
次
に
「
工
事
目
的
物
の
完
成
前
に
」
を
加
え
、
同
A
第
２
号
中
「
受

注
者
が
」
を
「
工
事
目
的
物
の
完
成
前
に
、
受
注
者
が
」
に
改
め
、
同
条
第
１
項
B
第
１
号
中
「
第

44条
又
は
第
44条

の
２
」
を
「
第
44条

の
２
又
は
第
44条

の
３
」
に
改
め
、
「
に
よ
り
」
の
次
に

「
工
事
目
的
物
の
完
成
前
に
」
を
加
え
、
同
B
第
２
号
中
「
受
注
者
が
」
を
「
工
事
目
的
物
の
完
成

前
に
、
受
注
者
が
」
に
改
め
、
同
条
第
１
項
C
第
１
号
中
「
第
44条
又
は
第
44条
の
２
」
を
「
第
44

条
の
２
又
は
第
44条

の
３
」
に
改
め
、
「
に
よ
り
」
の
次
に
「
工
事
目
的
物
の
完
成
前
に
」
を
加

え
、
同
C
第
２
号
中
「
受
注
者
が
」
を
「
工
事
目
的
物
の
完
成
前
に
、
受
注
者
が
」
に
改
め
、
同
条

第
４
項
中
「
第
44条
第
２
項
及
び
第
44条
の
２
」
を
「
第
44条
の
３
第
９
号
及
び
第
11号
か
ら
第
15

号
ま
で
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
５
項
と
し
、
同
条
中
第
３
項
を
第
４
項
と
し
、
第
２
項
の
次
に

次
の
一
項
を
加
え
る
。

３
第
１
項
の
場
合
（
前
項
の
規
定
に
よ
り
第
１
項
第
２
号
に
該
当
す
る
場
合
と
み
な
さ
れ
る
場
合

を
除
く
。
）
が
こ
の
契
約
及
び
取
引
上
の
社
会
通
念
に
照
ら
し
て
受
注
者
の
責
め
に
帰
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
事
由
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
第
１
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

第
47条

の
前
の
見
出
し
を
「
（
発
注
者
の
損
害
賠
償
）
」
に
改
め
、
同
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
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る
。
第
47条

発
注
者
は
、
受
注
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
生

じ
た
損
害
の
賠
償
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

⑴
工
事
目
的
物
に
契
約
不
適
合
が
あ
る
と
き
。

⑵
第
44条
の
２
又
は
第
44条
の
３
の
規
定
に
よ
り
、
工
事
目
的
物
の
完
成
後
に
こ
の
契
約
が
解

除
さ
れ
た
と
き
。

⑶
前
２
号
に
掲
げ
る
場
合
の
ほ
か
、
債
務
の
本
旨
に
従
っ
た
履
行
を
し
な
い
と
き
又
は
債
務
の

履
行
が
不
能
で
あ
る
と
き
。

２
発
注
者
は
、
前
項
に
規
定
す
る
場
合
の
ほ
か
、
第
44条
の
２
又
は
第
44条
の
３
の
規
定
に
よ
り

こ
の
契
約
を
解
除
し
た
場
合
又
は
前
条
第
２
項
各
号
に
掲
げ
る
者
に
よ
り
こ
の
契
約
が
解
除
さ
れ

た
場
合
に
お
い
て
同
条
の
違
約
金
の
額
を
超
え
た
金
額
の
損
害
が
生
じ
た
と
き
は
、
そ
の
超
え
た

金
額
を
損
害
賠
償
金
と
し
て
受
注
者
か
ら
徴
収
す
る
。

３
第
１
項
各
号
又
は
前
項
に
定
め
る
場
合
が
こ
の
契
約
及
び
取
引
上
の
社
会
通
念
に
照
ら
し
て
受

注
者
の
責
め
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
事
由
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
前
２
項
の
規
定

は
、
適
用
し
な
い
。

第
47条
の
２
第
１
項
中
「
第
44条
の
２
各
号
」
を
「
第
44条
の
３
第
12号
か
ら
第
15号
ま
で
」
に

改
め
、
同
項
中
「
該
当
す
る
と
き
は
、
」
の
次
に
「
こ
の
契
約
を
解
除
す
る
か
ど
う
か
に
か
か
わ
ら

ず
、
」
を
加
え
、
同
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

２
前
項
の
規
定
は
、
発
注
者
に
生
じ
た
実
際
の
損
害
の
額
が
同
項
に
規
定
す
る
損
害
賠
償
金
の
額

を
超
え
る
場
合
に
お
い
て
、
発
注
者
が
そ
の
損
害
賠
償
金
の
額
を
超
え
る
金
額
に
つ
い
て
の
賠
償

を
請
求
す
る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。

３
前
２
項
の
規
定
は
、
受
注
者
が
工
事
を
完
成
し
た
後
に
お
い
て
も
適
用
が
あ
る
も
の
と
す
る
。

第
48条

の
見
出
し
を
「
（
受
注
者
の
催
告
に
よ
ら
な
い
解
除
権
）
」
に
改
め
、
同
条
第
１
項
中

「
、
こ
の
」
を
「
、
直
ち
に
こ
の
」
に
改
め
、
同
項
第
３
号
及
び
同
条
第
２
項
を
削
る
。

第
48条
を
第
48条
の
２
と
し
、
同
条
の
前
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
受
注
者
の
催
告
に
よ
る
解
除
権
）

第
48条

受
注
者
は
、
発
注
者
が
こ
の
契
約
に
違
反
し
た
と
き
は
、
相
当
の
期
間
を
定
め
て
そ
の
履

行
の
催
告
を
し
、
そ
の
期
間
内
に
履
行
が
な
い
と
き
は
、
こ
の
契
約
を
解
除
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
た
だ
し
、
そ
の
期
間
を
経
過
し
た
時
に
お
け
る
債
務
の
不
履
行
が
こ
の
契
約
及
び
取
引
上
の

社
会
通
念
に
照
ら
し
て
軽
微
で
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
54条
を
第
57条
と
し
、
第
51条
か
ら
第
53条
ま
で
を
三
条
ず
つ
繰
り
下
げ
る
。

第
50条
中
「
と
き
、
又
は
第
44条
第
２
項
、
第
44条
の
２
、
第
45条
第
１
項
若
し
く
は
第
48条
第

１
項
」
を
「
と
き
又
は
第
44条

第
１
項
、
第
44条

の
３
第
９
号
若
し
く
は
第
11号

か
ら
第
15号

ま
で
、
第
48条
若
し
く
は
第
48条
の
２
」
に
改
め
、
同
条
を
第
53条
と
し
、
同
条
の
前
に
次
の
一
条
を

加
え
る
。

（
契
約
不
適
合
責
任
期
間
等
）

第
52条

発
注
者
は
、
引
き
渡
さ
れ
た
工
事
目
的
物
に
関
し
、
第
31条
第
４
項
（
第
38条
第
１
項
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
引
渡
し
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
引
渡

し
」
と
い
う
。
）
を
受
け
た
日
か
ら
２
年
以
内
で
な
け
れ
ば
、
契
約
不
適
合
を
理
由
と
し
た
履
行

の
追
完
の
請
求
、
損
害
賠
償
の
請
求
、
請
負
代
金
の
減
額
の
請
求
又
は
契
約
の
解
除
（
以
下
こ
の

条
に
お
い
て
「
請
求
等
」
と
い
う
。
）
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

２
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
設
備
機
器
本
体
等
の
契
約
不
適
合
に
つ
い
て
は
、
引
渡
し
の

時
、
発
注
者
が
検
査
し
て
直
ち
に
そ
の
履
行
の
追
完
を
請
求
し
な
け
れ
ば
、
受
注
者
は
、
そ
の
責

任
を
負
わ
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
検
査
に
お
い
て
一
般
的
な
注
意
の
下
で
発
見
で
き
な
か
っ
た
契

約
不
適
合
に
つ
い
て
は
、
引
渡
し
を
受
け
た
日
か
ら
１
年
が
経
過
す
る
日
ま
で
請
求
等
を
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

３
前
２
項
の
請
求
等
は
、
具
体
的
な
契
約
不
適
合
の
内
容
、
請
求
す
る
損
害
額
の
算
定
の
根
拠
等

当
該
請
求
等
の
根
拠
を
示
し
て
、
受
注
者
の
契
約
不
適
合
責
任
を
問
う
意
思
を
明
確
に
告
げ
る
こ

と
に
よ
り
行
う
。

４
発
注
者
が
、
第
１
項
又
は
第
２
項
に
規
定
す
る
契
約
不
適
合
に
係
る
請
求
等
が
可
能
な
期
間

（
以
下
こ
の
項
及
び
第
７
項
に
お
い
て
「
契
約
不
適
合
責
任
期
間
」
と
い
う
。
）
内
に
契
約
不
適

合
を
知
り
、
そ
の
旨
を
受
注
者
に
通
知
し
た
場
合
に
お
い
て
、
発
注
者
が
当
該
通
知
か
ら
１
年
が

経
過
す
る
日
ま
で
に
前
項
の
方
法
に
よ
る
請
求
等
を
し
た
と
き
は
、
契
約
不
適
合
責
任
期
間
内
に

請
求
等
を
し
た
も
の
と
み
な
す
。

５
発
注
者
は
、
第
１
項
又
は
第
２
項
の
請
求
等
を
行
っ
た
と
き
は
、
当
該
請
求
等
の
根
拠
と
な
る

契
約
不
適
合
に
関
し
、
民
法
の
消
滅
時
効
の
範
囲
で
、
当
該
請
求
等
以
外
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る

請
求
等
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

６
前
各
項
の
規
定
は
、
契
約
不
適
合
が
受
注
者
の
故
意
又
は
重
過
失
に
よ
り
生
じ
た
も
の
で
あ
る

と
き
に
は
適
用
せ
ず
、
当
該
契
約
不
適
合
に
関
す
る
受
注
者
の
責
任
に
つ
い
て
は
、
民
法
の
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

７
民
法
第
637条

第
１
項
の
規
定
は
、
契
約
不
適
合
責
任
期
間
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

８
発
注
者
は
、
工
事
目
的
物
の
引
渡
し
の
際
に
契
約
不
適
合
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
と
き
は
、
第

１
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
旨
を
直
ち
に
受
注
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
、
当
該
契
約
不
適

合
に
関
す
る
請
求
等
を
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
受
注
者
が
そ
の
契
約
不
適
合
が
あ
る
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こ
と
を
知
っ
て
い
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

９
こ
の
契
約
が
、
住
宅
の
品
質
確
保
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
11年
法
律
第
81号
）
第
94

条
第
１
項
に
規
定
す
る
住
宅
新
築
請
負
契
約
で
あ
る
場
合
に
は
、
工
事
目
的
物
の
う
ち
住
宅
の
品

質
確
保
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
12年
政
令
第
64号
）
第
５
条
に
定
め
る
部
分
の

瑕
疵
（
構
造
耐
力
又
は
雨
水
の
浸
入
に
影
響
の
な
い
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
請
求
等
を
行
う

こ
と
の
で
き
る
期
間
は
、
10年
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
各
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な

い
。

10
引
き
渡
さ
れ
た
工
事
目
的
物
の
契
約
不
適
合
が
支
給
材
料
の
性
質
又
は
発
注
者
若
し
く
は
監
督

職
員
の
指
図
に
よ
り
生
じ
た
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
発
注
者
は
、
当
該
契
約
不
適
合
を
理
由
と
し

て
、
請
求
等
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
受
注
者
が
そ
の
支
給
材
料
の
性
質
又
は
発
注

者
若
し
く
は
監
督
職
員
の
指
図
が
不
適
当
で
あ
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
こ
れ
を
通
知
し
な
か
っ
た

と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
49条
第
１
項
中
「
契
約
が
」
の
次
に
「
工
事
の
完
成
前
に
」
を
加
え
、
同
条
第
３
項
中
「
第
44

条
若
し
く
は
第
44条
の
２
」
を
「
第
44条
の
２
若
し
く
は
第
44条
の
３
」
に
、
「
第
45条
第
１
項
又

は
前
条
第
１
項
」
を
「
第
44条
第
１
項
、
第
48条
又
は
第
48条
の
２
」
に
改
め
、
同
条
第
４
項
か
ら

第
６
項
ま
で
の
規
定
中
「
契
約
が
」
の
次
に
「
工
事
の
完
成
前
に
」
を
加
え
、
同
条
第
８
項
中
「
第

44条
若
し
く
は
第
44条
の
２
」
を
「
第
44条
の
２
若
し
く
は
第
44条
の
３
」
に
、
「
第
45条
第
１
項

又
は
前
条
第
１
項
」
を
「
第
44条
第
１
項
、
第
48条
又
は
第
48条
の
２
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一

項
を
加
え
る
。

９
工
事
の
完
成
後
に
こ
の
契
約
が
解
除
さ
れ
た
場
合
は
、
解
除
に
伴
い
生
じ
る
事
項
の
処
理
に
つ

い
て
は
、
発
注
者
と
受
注
者
と
が
民
法
の
規
定
に
従
っ
て
協
議
し
て
定
め
る
。

第
49条
を
第
51条
と
し
、
同
条
の
前
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
受
注
者
の
責
め
に
帰
す
べ
き
事
由
に
よ
る
場
合
の
解
除
の
制
限
）

第
49条

第
48条
又
は
前
条
各
号
に
定
め
る
場
合
が
受
注
者
の
責
め
に
帰
す
べ
き
事
由
に
よ
る
も
の

で
あ
る
と
き
は
、
受
注
者
は
、
前
２
条
の
規
定
に
よ
る
契
約
の
解
除
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
受
注
者
の
損
害
賠
償
）

第
50条

受
注
者
は
、
発
注
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
生

じ
た
損
害
の
賠
償
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

⑴
第
48条
又
は
第
48条
の
２
の
規
定
に
よ
り
こ
の
契
約
が
解
除
さ
れ
た
と
き
。

⑵
前
号
に
掲
げ
る
場
合
の
ほ
か
、
債
務
の
本
旨
に
従
っ
た
履
行
を
し
な
い
と
き
又
は
債
務
の
履

行
が
不
能
で
あ
る
と
き
。

２
前
項
各
号
に
掲
げ
る
場
合
が
こ
の
契
約
及
び
取
引
上
の
社
会
通
念
に
照
ら
し
て
発
注
者
の
責
め

に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
事
由
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
同
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な

い
。

附
則

１
こ
の
契
約
約
款
は
、
令
和
２
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
改
正
後
の
青
森
県
建
設
工
事
請
負
標
準
契
約
約
款
の
規
定
は
、
令
和
２
年
４
月
１
日
以
後
に
締

結
す
る
契
約
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
締
結
し
た
契
約
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。
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